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平
成
23
年
４
月
分
か
ら
平
成

24
年
３
月
分
ま
で
の
保
険
料

は
、
物
価
の
下
落
に
よ
り
平
成

22
年
度
に
比
べ
て
80
円
引
き
下

げ
ら
れ
、
月
額
１
万
５
０
２
０

円
と
な
り
ま
す
。

▽
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付

　
は
、
便
利
な
口
座
振
替
を
ご

　
利
用
く
だ
さ
い
　
納
付
書
に

　
「
国
民
年
金
保
険
料
口
座
振

　
替
納
付
申
出
書
」
が
同
封
さ

　
れ
て
い
ま
す
の
で
、
預
貯
金

　
口
座
が
あ
る
金
融
機
関
、
郵

　
便
局
、
年
金
事
務
所
で
申
し

　
込
ん
で
く
だ
さ
い
（
市
役
所

　
で
は
申
込
み
で
き
ま
せ
ん
）
。

▽
問
合
せ
　
保
険
年
金
課
年
金

　
係
、
青
梅
年
金
事
務
所
（
☎

　
０
４
２
８
・
30
・
３
４
１

　
０
）

　
国
民
健
康
保
険
と
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
に
加
入
さ
れ
て
い

る
方
が
死
亡
し
た
と
き
に
、
申

請
に
よ
り
葬
祭
費
５
万
円
が
助

成
さ
れ
ま
す
。
被
保
険
者
証
の

返
還
時
に
手
続
き
し
て
く
だ
さ

い
。

▽
問
合
せ
　
保
険
年
金
課
国
保

　
係
（
直
通
５
５
８
・
１
６
６

　
４
）

　
日
本
に
住
む
20
歳
以
上
60
歳

未
満
の
方
は
、
本
人
が
直
接
、

国
民
年
金
に
加
入
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
（
厚
生
年
金
保
険

や
共
済
組
合
な
ど
に
加
入
し
て

い
る
方
を
除
く
）
。
次
の
よ
う

な
手
続
き
が
必
要
で
す
。

▽
会
社
な
ど
を
退
職
し
た
と
き

　
（
厚
生
年
金
制
度
な
ど
の
加

　
入
者
で
な
く
な
っ
た
と
き
）

　
退
職
し
た
本
人
以
外
に
扶
養

　
し
て
い
る
配
偶
者
が
い
る
方

　
は
、
合
わ
せ
て
手
続
き
を
し

　
て
く
だ
さ
い
（
配
偶
者
は
第

　
３
号
被
保
険
者
か
ら
第
１
号

　
被
保
険
者
に
な
り
ま
す
）
。

▽
退
職
に
よ
る
国
民
年
金
保
険

　
料
免
除
の
特
例
制
度
　
国
民

　
年
金
制
度
に
は
、
失
業
な
ど

　
に
よ
り
保
険
料
の
納
付
が
困

　
難
な
方
の
た
め
に
「
退
職

　
（
失
業
）
に
よ
る
保
険
料
免

　
除
の
特
例
」
が
あ
り
ま
す
。

　●

対
象
者
…
平
成
22
年
３
月
31

　
日
以
降
に
退
職
し
た
方

　●

退
職
（
失
業
）
に
よ
り
特
例

　
免
除
申
請
を
す
る
と
き
は
、

　
退
職
し
た
方
の
所
得
審
査
を

　
除
外
し
て
審
査
し
ま
す
。
な

　
お
、
世
帯
主
や
配
偶
者
に
一

　
定
額
以
上
の
所
得
が
あ
る
と

　
免
除
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と

　
が
あ
り
ま
す
。

▽
持
ち
物
　
年
金
手
帳
、
は
ん

　
こ
、
雇
用
保
険
被
保
険
者
離

　
職
票
か
雇
用
保
険
受
給
資
格

　
者
証
（
コ
ピ
ー
可
）
、
公
務

　
員
の
方
は
退
職
辞
令
（
コ
ピ

　
ー
可
）

▽
申
請
・
問
合
せ

　●

保
険
年
金
課
年
金
係
、
五
日

　
市
出
張
所
市
民
総
合
窓
口
係

　
（
申
請
の
み
）

　●

青
梅
年
金
事
務
所
（
☎
０
４

　
２
８
・
30
・
３
４
１
０
）

　
東
京
都
国
民
健
康
保
険
団
体

連
合
会
で
は
、
健
康
増
進
の
た

め
、
国
民
健
康
保
険
加
入
者
の

皆
さ
ん
に
次
の
温
泉
施
設
の
割

引
利
用
券
（
平
成
24
年
３
月
31

日
ま
で
有
効
）
を
配
布
し
て
い

ま
す
。

▽
秋
川
渓
谷
「
瀬
音
の
湯
」

　●

営
業
時
間
な
ど
…
午
前
10
時

　
〜
午
後
10
時
（
３
月
、
６
月
、

　
９
月
、
12
月
の
第
２
水
曜
日

　
は
定
休
）
、
☎
５
９
５
・
２

　
６
１
４

▽
檜
原
温
泉
セ
ン
タ
ー
「
数
馬

　
の
湯
」

　●

営
業
時
間
な
ど
…
午
前
10
時

　
〜
午
後
８
時
（
土
曜
・
日
曜

　
日
、
祝
日
は
午
後
９
時
ま
で
。

　
月
曜
日
定
休
。
月
曜
日
が
祝

　
日
の
場
合
は
翌
日
火
曜
日
）
、

　
☎
５
９
８
・
６
７
８
９

▽
奥
多
摩
温
泉
「
も
え
ぎ
の

　
湯
」

　●

営
業
時
間
な
ど
…
午
前
９
時

　
30
分
〜
午
後
８
時
（
７
月
か

　
ら
９
月
ま
で
は
午
後
９
時
30

　
分
、
12
月
か
ら
３
月
ま
で
は

　
午
後
７
時
。
月
曜
日
定
休
。

　
月
曜
日
が
祝
日
の
場
合
は
翌

　
日
火
曜
日
）
、
☎
０
４
２
８

　
・
82
・
７
７
７
０

▽
ひ
の
で
三
ッ
沢
「
つ
る
つ
る

　
温
泉
」

　●

営
業
時
間
な
ど
…
午
前
10
時

　
〜
午
後
８
時
（
火
曜
日
定

　
休
。
火
曜
日
が
祝
日
の
場
合

　
は
翌
日
水
曜
日
）
、
☎
５
９

　
７
・
１
１
２
６

※
受
付
は
、
い
ず
れ
も
営
業
終

　
了
１
時
間
前
ま
で
。

※
計
画
停
電
に
よ
り
営
業
時
間

　
が
変
更
さ
れ
る
場
合
が
あ
り

　
ま
す
の
で
、
お
問
い
合
わ
せ

　
く
だ
さ
い
。

▽
割
引
後
の
利
用
料
金
　

　●

「
瀬
音
の
湯
」
「
つ
る
つ
る

　
温
泉
」
…
大
人
（
中
学
生
以

　
上
）
６
０
０
円
、
小
学
生
２

　
０
０
円

　●

「
数
馬
の
湯
」
「
も
え
ぎ
の

　
湯
」
…
大
人
（
中
学
生
以

　
上
）
４
０
０
円
、
小
学
生
２

　
０
０
円

▽
配
布
枚
数
　
１
回
に
つ
き
１

　
世
帯
１
枚
（
１
枚
で
３
人
ま

　
で
入
場
で
き
ま
す
。
２
回
目

　
以
降
の
配
布
は
在
庫
が
あ
る

　
限
り
お
渡
し
し
ま
す
が
、

　
先
に
お
渡
し
し
た
分
を
利
用

　
し
て
か
ら
お
越
し
く
だ
さ

　
い
。
）

▽
配
布
場
所
　
市
役
所
１
階
保

　
険
年
金
課
、
五
日
市
出
張

　
所
、
増
戸
連
絡
所
（
火
曜
・

　
木
曜
・
金
曜
日
の
午
前
９
時

　
か
ら
午
後
５
時
ま
で
）

※
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者

　
の
方
の
瀬
音
の
湯
の
割
引
利

　
用
券
も
同
様
で
す
。

※
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証

　
を
必
ず
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ
　
保
険
年
金
課
国
保

　
係
（
直
通
５
５
８
・
１
６
６

　
４
）

　
特
別
児
童
扶
養
手
当
（
20
歳

未
満
の
心
身
に
障
が
い
の
あ
る

児
童
を
養
育
し
て
い
る
方
が
対

象
）
と
、
児
童
扶
養
手
当
（
児

童
を
養
育
し
て
い
る
ひ
と
り
親

家
庭
の
母
か
父
な
ど
が
対
象
）

の
額
が
４
月
か
ら
次
の
と
お
り

変
更
に
な
り
ま
す

▽
特
別
児
童
扶
養
手
当
　

　●

１
級
…
平
成
23
年
度
か
ら
月

　
額
５
万
５
５
０
円
（
平
成
22

　
年
度
ま
で
５
万
７
５
０
円
）

　●

２
級
…
平
成
23
年
度
か
ら
月

　
額
３
万
３
６
７
０
円
（
平
成

　
22
年
度
ま
で
３
万
３
８
０
０

　
円
）
�

▽
児
童
扶
養
手
当

　●

全
部
支
給
…
平
成
23
年
度
か

　
ら
月
額
４
万
１
５
５
０
円

　
（
平
成
22
年
度
ま
で
４
万
１

　
７
２
０
円
）

　●

一
部
支
給
…
平
成
23
年
度
か

　
ら
月
額
４
万
１
５
４
０
円
〜

　
９
８
１
０
円
（
平
成
22
年
度

　
ま
で
４
万
１
７
１
０
円
〜
９

　
８
５
０
円
）

　
国
民
年
金
法
な
ど
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
に
よ
り
、
４
月

か
ら
障
害
基
礎
年
金
の
子
の
加

算
の
範
囲
が
拡
大
さ
れ
ま
し

た
。
児
童
扶
養
手
当
は
、
児
童

が
障
害
基
礎
年
金
の
加
算
対
象

の
場
合
、
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
で

し
た
が
、
児
童
扶
養
手
当
額
が

障
害
基
礎
年
金
の
子
の
加
算
額

を
上
回
る
場
合
は
支
給
で
き
る

よ
う
に
な
り
ま
す
。
詳
し
く
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ
　
子
育
て
支
援
課
子

　
育
て
支
援
係
（
直
通
５
５
８

　
・
１
２
５
０
）

▽
口
座
振
替
と
は
　
金
融
機
関

　
が
あ
な
た
に
か
わ
っ
て
、
あ

　
な
た
の
指
定
し
た
預
金
口
座

　
か
ら
各
納
期
の
最
終
日
に
自

　
動
的
に
振
り
替
え
て
納
税
す

　
る
制
度
で
す
。

▽
振
替
で
き
る
市
税
　
市
・
都

　
民
税
（
個
人
の
普
通
徴
収
分

　
の
み
）
、
固
定
資
産
税
・
都

　
市
計
画
税
、
軽
自
動
車
税
、

　
国
民
健
康
保
険
税

▽
申
込
み
手
続
き
　
預
金
通
帳

　
と
登
録
印
を
お
持
ち
に
な

　
り
、
金
融
機
関
で
口
座
振
替

　
依
頼
書
に
記
入
、
押
印
の
上

　
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

　
（
申
込
み
後
は
、
取
消
届
を

　
出
さ
な
い
限
り
毎
年
継
続
さ

　
れ
ま
す
。
）

※
市
外
の
金
融
機
関
で
申
し
込

　
ん
だ
場
合
、
口
座
振
替
依
頼

　
書
を
送
付
し
ま
す
の
で
、
ご

　
連
絡
く
だ
さ
い
。

※
口
座
振
替
は
、
申
込
日
に
よ

　
っ
て
各
税
の
振
替
開
始
が
表

　
の
と
お
り
に
な
り
ま
す
。

　
振
替
開
始
前
の
納
期
分
に
つ

　
い
て
は
、
納
税
通
知
書
で
納

　
付
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
口
座
振
替
の
で
き
る
金
融
機

　
関
（
各
本
支
店
）
　
り
そ
な

　
銀
行
、
埼
玉
り
そ
な
銀
行
、

　
秋
川
農
業
協
同
組
合
、
東
京

　
都
信
用
農
業
協
同
組
合
連
合

　
会
お
よ
び
そ
の
会
員
の
農
業

　
協
同
組
合
、
み
ず
ほ
銀
行
、

　
三
菱
東
京
Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行
、
三

　
井
住
友
銀
行
、
東
京
都
民
銀

　
行
、
西
武
信
用
金
庫
、
青
梅

　
信
用
金
庫
、
多
摩
信
用
金

　
庫
、
中
央
労
働
金
庫
、
大
東

　
京
信
用
組
合
、
ゆ
う
ち
ょ
銀

　
行
・
郵
便
局

▽
問
合
せ
　
徴
税
課
管
理
係

▽
日
時
　
５
月
６
日
、
６
月
３

　
日
、
７
月
１
日
・
15
日
、
８

　
月
５
日
、
９
月
９
日
、
10
月

　
７
日
、
11
月
18
日
の
金
曜
日

　
午
後
２
時
〜
４
時

▽
場
所
　
中
央
公
民
館

▽
内
容
　
大
輪
菊
な
ど
の
さ
し

　
芽
か
ら
開
花
ま
で
の
講
習
と

　
開
花
後
の
管
理

▽
講
師
　
高
嶋
良
一
氏

▽
対
象
　
市
内
在
住
・
在
勤
で

　
全
回
出
席
で
き
る
方

▽
定
員
　
20
人
（
最
少
催
行
人

　
数
５
人
）

▽
費
用
　
２
５
０
０
円
（
材
料

　
代
、
テ
キ
ス
ト
代
）

▽
申
込
み
方
法
　
電
話
で
申
し

　
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

▽
申
込
み
・
問
合
せ
　
地
域
防

　
災
課
地
域
振
興
係

温
泉
施
設
の
割
引
利
用

券
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

葬
祭
費
の
助
成
制
度

会
社
な
ど
を

退
職
し
た
と
き
は

国
民
年
金
の
手
続
き
を

　
　
　
　
お
忘
れ
な
く

特
別
児
童

扶
養
手
当
額
、

児
童
扶
養
手
当
額

改
定
な
ど
の
お
知
ら
せ

児
童
扶
養
手
当
の
支
給

条
件
が
変
わ
り
ま
し
た

初
心
者
菊
づ
く
り
教
室

　
　
　
　
参
加
者
募
集

表　納期ごとの市税口座振替申込期限

市・都民税

（普通徴収）

申込期限（市役所へ申込書が届いている日です）

振替

開始納期
固定資産税

都市計画税
軽自動車税

４月11日㈪まで４月11日㈪まで５月10日㈫まで１期分から

・・・・・・・６月10日㈮まで７月11日㈪まで２期分から

・・・・・・・８月10日㈬まで９月12日㈪まで３期分から

・・・・・・・11月10日㈭まで12月12日㈪まで４期分から

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５期分から

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６期分から

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７期分から

・・・・・・・・・・・・・・８期分から

国民健康保険税

６月10日㈮まで

７月11日㈪まで

８月10日㈬まで

９月12日㈪まで

10月11日㈫まで

11月10日㈭まで

12月12日㈪まで

平成24年

１月10日㈫まで

平成24年

２月10日㈮まで

平成24年

２月10日㈮まで
・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・随時期分

※ゆうちょ銀行・郵便局へ申し込む場合は、上記から１か月前までに
　申し込んでください。
※上記の各税最終納期申込み期限後に申し込む方は、翌年度からの取
　り扱いとなります。


